
市
で
は
、
満
70
歳
以
上
の
方
々
に
宮

城
交
通
バ
ス
お
よ
び
宮
交
仙
南
バ
ス
の

無
料
乗
車
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
が
、

平
成
13
年
度
も
利
用
さ
れ
る
方
は
更
新

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
現
在
ご
使
用
の
乗
車
証
（
青
色
）

※
下
記
指
定
の
日

に
手
続
き
で
き

な
か
っ
た
方
で
、

白
石
・
福
岡
・
大

平
地
区
の
方
は
、

福
祉
事
務
所
お
よ

び
市
役
所
福
祉
総

合
窓
口
（
生
活
環

境
課
）、
そ
の
ほ

か
の
地
区
の
方

は
、
各
事
務
連
絡

所
で
随
時
受
け
付

け
し
ま
す
。

○
新
し
い
乗
車
証
の
利
用
期
間

乗
車
証
を
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
平
成

14
年
３
月
31
日
ま
で

◎
平
成
13
年
度
中
（
平
成
13
年
４
月
以

降
）
に
満
70
歳
に
な
ら
れ
る
方
も
誕

生
日
以
降
随
時
申
請
で
き
ま
す
。

Œ
福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係

@
２
２
―

１
４
０
０

※
時
間
は
全
会
場
午
前
９
時
〜
午
後
３

時
で
す
。

１．

手
当
の
種
類

○
特
別
障
害
者
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重
度
の

障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
に
あ
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

○
障
害
児
福
祉
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
在
宅

の
20
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

２．

手
当
額

○
特
別
障
害
者
手
当

月
額
　
２
６
、
８
６
０
円

○
障
害
児
福
祉
手
当

月
額
　
１
４
、
６
１
０
円

※
い
ず
れ
も
、
本
人
や
扶
養
義
務
者
の

所
得
に
よ
り
、
支
給
が
停
止
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
福
祉
事
務
所

社
会
福
祉
係
@
２
２
―

１
４
０
０
へ
。
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Living
Information

く�

百 

科�

ら�

し�

問は問い合わせ先です�

高
齢
者
無
料
バ
ス
乗
車
証
の
更
新
手
続
き

特
別
障
害
者
手
当
と

障
害
児
福
祉
手
当

国
民
年
金
の
保
険
料

Ｑ．
介
護
保
険
料
の
算
定
に
は
申
告
が

必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

家
族
の
申
告
も
関
係
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

Ａ．
介
護
保
険
料
は
申
告
の
内
容
に
よ

り
算
定
し
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
世
帯

の
方
の
市
県
民
税
課
税
状
況
も
、
保

険
料
の
算
定
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
65
歳
未
満
の
方
で
あ

っ
て
も
、
未
申
告
の
ま
ま
で
は「
非
課

税
」と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
同
じ
世
帯
の
65
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料
に
影
響
が
出
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
万
が
一
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
と
き
に
も
、
申
告
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な
る
と
き

も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
年
齢
に
か

か
わ
ら
ず
世
帯
内
に
未
申
告
の
方
が

い
る
場
合
に
は
、
期
間
内
に
申
告
を

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

Œ
税
務
課
介
護
保
険
料
係

@
２
２
―

１
３
１
３

保
険
料�

質
問
箱�

介�

護�

こ
れ
か
ら
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、
春
先
か

ら
４
月
、
５
月
に
か
け
空
気
が
乾
燥
し
、

火
災
の
多
く
な
る
季
節
に
な
り
ま
す
。

火
災
の
多
く
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不

注
意
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ

の
運
動
期
間
中
、
火
災
予
防
の
意
識
を

よ
り
一
層
高
め
て
い
た
だ
き
、
火
災
を

未
然
に
防
ぐ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

平
成
12
年
中
、
白
石
市
で
は
29
件
の

火
災
が
発
生
し
、
尊
い
人
命
（
死
者
２

名
）
と
貴
重
な
財
産
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
過
去
10
年
間
で
は
２
番
目
に
多

い
件
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Œ
白
石
消
防
署
　
@
２
５
―

２
２
５
９

年
に
一
度
、
ご
自
分
の
課
税
資
産
を

確
認
す
る
機
会
で
す
。

●
期
間

３
月
30
日
ª

〜
４
月
20
日
ª

の
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

●
場
所

税
務
課
（
市
役
所
１
階
）

●
縦
覧
で
き
る
方

A
平
成
13
年
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資

産
の
所
有
者
・
納
税
義
務
者

B
所
有
者
・
納
税
義
務
者
と
同
居
し
て

い
る
親
族

C
所
有
者
・
納
税
義
務
者
か
ら
の
委
任

状
を
持
参
し
た
方

D
納
税
管
理
人

E
法
人
の
印
鑑
ま
た
は
法
人
か
ら
の
委

任
状
を
持
参
し
た
方

※
特
に
昨
年
、
相
続
、
贈
与
、
売
買
、

家
屋
の
新
増
築
、
取
り
壊
し
の
あ
っ
た

方
や
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た
方

は
、
課
税
台
帳
を
縦
覧
の
う
え
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
係
か
ら
の
お
願
い

A
次
の
よ
う
な
場
合
は
届
け
出
を
お
願

い
し
ま
す

・
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊

し
た
場
合

・
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有
者

が
変
わ
っ
た
場
合

B
家
屋
全
棟
調
査
に
ご
協
力
を

現
在
、
市
街
地
を
中
心
に
家
屋
の

全
棟
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

防
火
に
つ
い
て
家
族
皆
で
話
し
合
い
、

「
火
災
を
起
こ
さ
な
い
・
起
こ
さ
せ
な

い
」環
境
づ
く
り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▽
平
成
12
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語
△

『
火
を
つ
け
た

あ
な
た
の
責
任
　
最
後
ま
で
』

13

３
月
１
日
（
木
）
〜
７
日
（
水
）
は

春
の
火
災
予
防
運
動
週
間
で
す
！

固
定
資
産
課
税
台
帳
が
縦
覧
で
き
ま
す

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
役
所
で
発
行
し
た
納
付
書
や
未
納

通
知
ハ
ガ
キ
で
保
険
料
が
納
め
ら
れ
る

の
は
４
月
27
日
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は

使
え
な
く
な
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
保

険
料
は
、
期
間
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
が
据
え
置
き
に
な
り
ま
す

平
成
13
年
４
月
か
ら
の
国
民
年
金
の

保
険
料
は
据
え
置
き
さ
れ
、
１
カ
月
１

万
３
千
３
０
０
円
の
予
定
で
す
。

ま
た
、
１
年
間
分
を
前
納
し
た
場
合

は
、
15
万
６
千
７
７
０
円
と
な
り
、
２

千
８
３
０
円
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
口
座
振
替
で
！

４
月
分
よ
り
新
た
に
口
座
振
替
を
ご

希
望
の
方
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
口
座
振

替
に
よ
る
前
納
も
可
能
で
す
。
市
内
金

融
機
関
の
窓
口
、
市
役
所
の
国
民
年
金

係
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の

繰
り
上
げ
請
求
は
慎
重
に
！

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
65

歳
か
ら
の
受
給
と
な
り
ま
す
が
、
ご
希

望
に
よ
り
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
間
に

減
額
さ
れ
た
年
金
で
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
66
歳
以
降
に
繰
り
下
げ
て
受

け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
繰
り
上
げ
支
給
を
希
望
さ

れ
ま
す
と
年
金
額
の
減
額
の
ほ
か
に
、

次
の
よ
う
な
制
限
を
受
け
ま
す
。

A
請
求
後
、
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
と

老
齢
基
礎
年
金
は
支
給
停
止
に
。

B
60
歳
か
ら
の
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生

年
金
は
支
給
停
止
に
。

C
65
歳
ま
で
遺
族
年
金
は
支
給
停
止
に
。

D
障
害
基
礎
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

E
寡
婦
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

よ
く
考
え
て
か
ら
請
求
し
ま
し
ょ
う
。

Œ
市
民
課
国
民
年
金
係

@
２
２
―

１
３
１
２

７ ２１

２５

２１

２０

２２

６

５

４

３

年
（平成） 件 数

12 ２９

３０

２７

１９

１７

11

10

9

8

年
（平成） 件 数

▼白石市内火災発生件数

バス乗車証の更新手続き日程

月 日

３月６日(火)

～７日(水)

８日（木）

９日（金）

12日（月）

13日（火）

14日（水）

15日（木）

16日（金）

小原事務連絡所

越河事務連絡所

斎川事務連絡所

大鷹沢事務連絡所

福 岡 公 民 館

白川事務連絡所

大 平 公 民 館

実 施 場 所

市役所第２会議室（２階）

改
正
の
要
点

○
「
一
般
の
離
職
者
」で
あ
る
か「
倒
産
、

解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
者
」で
あ

る
か
に
よ
り
、
給
付
日
数
が
異
な
る

仕
組
み
に
な
り
ま
す
。

○
育
児
休
業
給
付
、
介
護
休
業
給
付
の

給
付
率
が
（
平
成
13
年
１
月
か
ら
）

40
％
に
な
り
ま
し
た
。

○
雇
用
保
険
料
率
が

1
5
.5
/1
,0
0
0

と

な
り
ま
す
。

（
事
業
主
負
担
分9

.5
/1
,0
0
0

被
保
険
者
負
担
分6

/1
,0
0
0
)

○
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
登
録
型
派

遣
労
働
者
の
適
用
基
準
が
緩
和
さ
れ

ま
す
。

Œ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石
@
25
―
３
１
０
７

雇
用
保
険
制
度
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
（
原
則
と
し
て
平
成
13
年
４
月
〜
）

の
調
査
は
、
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
家
屋
と
現
存
す
る
家
屋
を
照

合
す
る
も
の
で
す
。
随
時
調
査
員
が

お
伺
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

Œ
税
務
課
固
定
資
産
税
係

@
２
２
―

１
３
１
３

例
年
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
は
、

就
職
や
退
職
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
か

ら
社
会
保
険
へ
の
加
入
、
ま
た
は
社
会

保
険
か
ら
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
と

い
っ
た
異
動
が
多
い
時
期
と
な
っ
て
い

ま
す
。

異
動
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
14
日
以

内
に
市
区
町
村
の
窓
口
に
行
っ
て
、
国

民
健
康
保
険
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
け
出
は
自
動
的

に
は
行
わ
れ
ず
、
本
人
が
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
願

い
し
ま
す
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け
出

が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
次
の
よ
う

な
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

◎
国
民
健
康
保
険
税
が
さ
か
の
ぼ
っ
て

課
税
さ
れ
る
。

（
税
法
に
よ
り
、
最
高
過
去
３
年
間
さ

か
の
ぼ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。）

◎
保
険
証
が
な
い
た
め
、
医
療
費
を
全

額
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
病
院
の
窓
口
で
医
療
費
の
全
額
を
支

払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。）

国
保
の
手
続
き
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

◎
社
会
保
険
が
あ
っ
て
も
国
民
健
康
保

険
か
ら
抜
け
る
手
続
き
を
せ
ず
、
国

民
健
康
保
険
で
病
院
に
か
か
っ
た
場

合
、
後
日
医
療
費
の
返
還
を
求
め
ら

れ
る
。

（
市
で
支
払
っ
た
医
療
費
を
返
し
て
い

た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。）

Œ
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

@
２
２
―

１
３
１
３

保
険
課
国
民
健
康
保
険
係

@
２
２
―

１
３
６
１

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
は
、
郵
便
口

座
も
使
え
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す

便
利
に
な
っ
た「
口
座
振
替
」で
！


